
新任町会⻑・⾃治会⻑研修

令和５年６月２６日
麻生区役所地域ケア推進課

〜⺠生委員・児童委員について〜



■本日の研修内容
１ ⺠生委員の位置づけ・役割・活動内容
１−（１）⺠生委員の位置づけ
１−（２）⺠生委員の役割
１−（３）⺠生委員の活動内容

２ 地域に⺠生委員がいるメリット
３ ⺠生委員の活動費について
４ ⺠生委員の任期や年齢要件について
５ ⺠生委員の推薦⽅法・世話⼈会の開き⽅について
５−（１）推薦⽅法について
５−（２）どのような⽅に声をかければよいか

６ 麻生区の⺠生委員充⾜率について
７ 町内会⾃治会と⺠生委員の連携強化について



１ 民生委員の位置付け・役割・活動内容

１−（１） ⺠生委員の位置付け

●⺠生委員法に基づき、厚生労働⼤⾂から委嘱される
「非常勤特別職の地方公務員」

●全ての⺠生委員は児童委員を兼ねており、⼀般的に
「⺠⽣委員児童委員」と呼ばれている
（児童福祉法第１６条２項）

この研修の中では、時間の都合で「⺠生委員」と
略してご説明します。



１ 民生委員の位置付け・役割・活動内容

１−（２） ⺠生委員の役割

・高齢者や障害者、子育て中の家庭、生活困窮家庭など、生活の
ことで悩みを持っている⽅の相談を受け、必要な関係機関に連絡、
調整（橋わたし）することで、地域福祉の向上を図っています。

地域の身近な相談役 役所や関係機関との
パイプ役

「相談に乗っていただき、繋いでいただく」



１ 民生委員の位置付け・役割・活動内容

１−（３） ⺠生委員の活動内容



１ 民生委員の位置付け・役割・活動内容

１−（３） ⺠生委員の活動内容



２ 地域に民生委員がいるメリット

⺠生委員が地域にいると・・・

●その地域にお住まいの⽅が相談しやすい環境になる
→地域には⾃分からは声を上げづらい⽅もいる
→⺠生委員には守秘義務がある（安⼼して相談できる）

●必要な支援を受けられるまでの時間が短くなる
→小さな変化に気づきやすくなる

●町内会・⾃治会で相談に乗る負担の軽減に繋がる
→福祉的な相談は⺠生委員で対応できる



３ 民生委員の活動費について

●⺠生委員は、 無給のボランティア
※活動に対する報酬はありません。

ただし、活動に必要な交通費や通信費などは活動費という形で
支給されます。

活動費は、活動にかかった費用の一部を費用弁償する
という位置づけで支給されるもの
※金額も⼤きなものではありません。



４ 民生委員の任期や年齢要件について

■民生委員の任期

【現在の⺠生委員の任期】
令和４年１２月１日〜令和７年１１月３０日

※任期途中から新たに⺠生委員になることもできますので、
候補者が出たタイミングで⺠生委員となることができます。

任期：３年

⺠生委員の募集は継続して行っているため、
候補者の⽅が出た時点で区役所までご相談ください。



４ 民生委員の任期や年齢要件について

■民生委員の年齢要件

【参考】（令和５年１２月１日付け委嘱の場合）
７２歳未満：昭和２６年１２月３日以降生まれ ７５歳未満：昭和２３年１２月３日以降生まれ
７７歳未満：昭和２１年１２月３日以降生まれ

※再任で７５歳以上７７歳未満の方を御推薦いただく場合、⼿続き上、地区⺠児協の
確認を要することから、地区世話⼈会開催前に地域ケア推進課までご連絡をお願い
いたします。

新任の場合 再任の場合

原則 ７２歳未満 ７５歳未満

地域の実情により
難しい場合

７５歳未満 ７７歳未満

※委嘱日時点の年齢

※注意



５ 民生委員の推薦方法・世話人会の開き方について

５−（１） 推薦⽅法について

【地区世話⼈会】
⺠生委員として的確な
候補者を地域の中から
選出し、区推薦会へ推
薦を行う役割を果たす
組織。
町内会・自治会などそ
の地域にお住まいの
方々で構成される。



５ 民生委員の推薦方法・世話人会の開き方について

５−（２） どのような⽅に声をかければよいか

地域にお住まいで、地域の実情をよく知り、福祉活動やボランティア
活動に理解のある⽅

●町内会・⾃治会の関係者の⽅
●PTAや子ども会の役員の⽅
●地域行事でよくお⼿伝いを頂く⽅
●退職して時間的余裕ができ、地域貢献を考えられている⽅
●地域清掃やみまわり活動などのボランティア活動をされている⽅
●福祉関係のお仕事をされていて、地域福祉に興味のある⽅ 等

地域のいろいろな⽅にお声掛けいただいたりなど、候補者推薦に
ご協力を頂ければと思いますので、よろしくお願いします。



６ 麻生区の民生委員充足率について

■川崎市内７区
民生委員充足率

（令和５年４月１日現在）

麻生区は川崎市内
７区で⼀番充⾜率が
低い



６ 麻生区の民生委員充足率について

■麻生区内民生委員充足率（令和５年４月１日現在）



民生委員児童委員協議会、町会・自治会及び地域包括支援センターが互いの活動内容について理解を深め、

相互に顔の見える関係を築くことで地域の支え合いネットワークの強化を計ります。

７ 町内会・自治会と民生委員の連携強化について

麻生東２（R4.9.3） 柿生第１（R4.10.22） 柿生第１（R5.3.11）

令和４年度からスタート
・⺠生委員児童委員協議会から地域活動強化⽅策の説明
・地域包括支援センターからの活動内容説明
・町会・⾃治会単位など、小グループに分かれて情報・意見交換
・連絡先の交換

■地域情報交換会の開催

■当日の様子



７ 町内会・自治会と民生委員の連携強化について

■⺠生委員対象のアンケート調査結果
⺠生委員の⽋員解消や⺠生委員の活動をしやすくするためには…

町内会・⾃治会との連携強化が必要

・⺠生委員の仕事や活動について知りたい ・⺠生委員から活動報告をしてほしい

・地域福祉向上のために町内会と⺠生委員とで⼀緒にできることを考えたい

お住まいの地域の⺠⽣委員や⿇⽣区役所地域ケア推進課までご連絡ください。


